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市民とまちづくりを 

「市職員の協働意識の向上」を目指して！ 
 協働ワーキングが結成されてから４年。その間に、わたしたちは市民さんや市民活動団体さん等と意

見交換をしながら協働マニュアルの作成を行ってきました。よりわかりやすいものを、より使いやすい

ものをとの思いで、改定も行いました。 

 しかし！メンバーの間で、「このマニュアルはどのくらい認知されているのか？果たして読まれている

のか？」という疑問が沸々とわいてきました。いくら作っても、改定を重ねても読まれなければ意味が

ない！ 

 そこで、私たちは「市職員の協働意識の向上」を目標とし、まずは市の職員に協働マニュアルの存在

を知ってもらい、そして協働に対する理解を深めてもらうための活動をしていくことを決めました。活

動内容としては、①職員対象の研修の実施、②職員向けに協働事例の紹介、③職員の協働に対する考え

方や現状を把握するためのアンケートの実施の３つを行うこととしました。 

 以下からは、今年度すでに行った活動を紹介していきます。 

 

■若手職員向け研修 ～協働ってなに？？～ 

 １０月４日（金）に、若手職員を対象に研修を行いました。研修の前半は市民参画協働の概略や私た

ち「市民参画協働政策研究会（協働ワーキング）」の活動についての紹介、後半にはワークショップを行

い、①「職場における、わたしと市民さんとの関わり」、②「今後、市民さんとの関わりでやってみたい

こと」の二つのテーマについて話し合いました。 

①のテーマでは、「民間保育園の運営委託」や「雨

水タンクの購入費用の助成」など、いま自分たち

が行っている仕事の話が、②のテーマでは、景観

条例に違反する広告物がないか見回りをする「広

告物パトロール隊の結成」や市内の障がい福祉サ

ービス事業所で作った商品を販売する「常設版ほ

っこりんぐ」など様々なアイディアが各班から出

てきました！ 

 研修後、参加者からは「協働についてイメージ

がはっきりした。」や「意見交換で他部署の事務

を知ることができた。」等の感想があり、なんと

なくぼんやりとしてわかりにくい「協働」につい

て理解してもらえたのではないかと思います。 
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■突撃！となりの市民協働 ～ヨネスケは出てこないよ～ 
  

今年度から市職員の意識啓発を目的として、市民

協働を実践している市内の団体等を取材し、活動内

容や関係者のインタビューをまとめた「突撃！とな

りの市民協働」を配信する取り組みを始めました。 

１１月８日（金）には創刊号としてバンビオにあ

る「市民活動サポートセンター編」を市職員向けに

配信しました。 

「突撃！となりの市民協働」では、今後も様々な

活動団体等を取材し、市民協働の実際について紹介

していきます。来年度末には市民の皆様にご覧いた

だけるように総集編として事例集を発行する予定で

す。 

この突撃シリーズが、言葉だけではイメージしに

くい「市民協働」について知ってもらうきっかけに

なれば嬉しく思います。 

 

 

 

■協働に関する職員アンケート ～322 枚を回収～ 
 職員の皆さま、先日はアンケートにご協力いただきありがとうございました。 

 現在、アンケートは集計中です。結果がまとまり次第、公表させていただき

ますので、もうしばらくお待ちください。 

 

 

 

 

 

☚市民協働マニュアル[初版]と［はじめの一歩編］は、市ホームページからご覧いただけます。  

くらし→市民活動・自治会活動→市民活動などへの支援→ 市民協働マニュアル 

                           市民協働マニュアル【はじめの一歩編】 

 

 

＊協働に対する疑問・提案・思いなどは、お気軽に下記までお寄せください。 

メールアドレス：shiminsankaku@city.nagaokakyo.kyoto.jp 

 


